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 昭和 38 年６月制定 

 

（昭和 40 年８月全部修正） 

１．この修正計画は、昭和 40 年９月１日から実施するものとする。 

 

（昭和 41 年９月専決修正） 

１．この修正計画は、昭和 41 年９月１日から実施するものとする。 

２．この修正計画中、計画事項の変更に伴なうものは、当該関係機関において、担当部課の変更を 

行った日から実施するものとする。 

 

（昭和 42 年５月修正） 

１．この修正計画は、昭和 42 年６月１日から実施する。 

 

（昭和 43 年８月専決修正） 

１．この修正計画は、昭和 43 年８月 3１日から実施する。 

２．この修正計画中、実施担当機関名等の変更にかかるものは、当該機関において組織名の変更が 

行われた日から実施するものとする。 

 

（昭和 45 年５月一部修正） 

１．この修正計画は、昭和 45 年５月１日から実施する。 

２．この修正計画中、組織等の変更にかかるものは、当該機関において組織等の変更が行われた日 

 から実施するものとする。 

 

（昭和 46 年３月一部修正） 

１．この修正は、昭和 46 年３月 3１日から実施するものとする。 

２．この修正中、組織等の変更にかかるものは、当該機関において組織等の変更が行われた日から 

実施する。 

 

（昭和 48 年３月一部修正） 

１．この修正計画は、昭和 48 年３月 27 日から実施する。 

２．この修正中、法令や組織等の改正にかかるものは、当該法令や組織等の改正が行われた日から 

実施する。 

 

（昭和 50 年１月一部修正） 

１．この修正は、昭和 50 年１月 18 日から実施する。 

２．この修正中、法令や組織等の改正にかかるものは、当該法令や組織等の改正が行われた日から 

 実施する。 

 

（昭和 51 年３月一部修正） 

１．この修正は、昭和 51 年３月 26 日から実施する。 

２．この修正中、法令や組織等の改正にかかるものは、当該法令や組織等の改正が行われた日から 

実施する。 

 

（昭和 52 年３月一部修正） 

１．この修正は、昭和 52 年３月１日から実施する。 

２．この修正中、法令や組織等の改正にかかるものは、当該法令や組織等の改正が行われた日から 
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実施する。 

 

（昭和 53 年３月一部修正） 

１．この修正は、昭和 53 年３月１日から実施する。 

２．この修正中、法令や組織等の改正にかかるものは、当該法令や組織等の改正が行われた日から 

実施する。 

 

（昭和 54 年２月一部修正） 

１．この修正は、昭和 54 年２月８日から実施する。 

２．この修正中、法令や組織等の改正にかかるものは、当該法令や組織等の改正が行われた日から 

実施する。 

 

（昭和 55 年２月一部修正） 

１．この修正は、昭和 55 年２月 28 日から実施する。 

２．この修正中、法令や組織等の改正にかかるものは、当該法令や組織等の改正が行われた日から 

実施する。 

 

（昭和 56 年７月一部修正） 

１．この修正は、昭和 56 年７月１日から実施する。 

２．この修正中、法令や組織等の改正にかかるものは、当該法令や組織等の改正が行われた日から 

実施する。 

 

（昭和 58 年２月一部修正） 

１．この修正は、昭和 58 年２月１日から実施する。 

２．この修正中、法令や組織等の改正にかかるものは、当該法令や組織等の改正が行われた日から 

実施する。 

 

（昭和 59 年３月一部修正） 

１．この修正は、昭和 59 年３月８日から実施する。 

２．この修正中、法令や組織等の改正にかかるものは、当該法令や組織等の改正が行われた日から 

実施する。 

 

（昭和 60 年３月一部修正） 

１．この修正は、昭和 60 年３月６日から実施する。 

２．この修正中、法令や組織等の改正にかかるものは、当該法令や組織等の改正が行われた日から 

実施する。 

 

（昭和 61 年３月一部修正） 

１．この修正は、昭和 61 年３月５日から実施する。 

２．この修正中、法令や組織等の改正にかかるものは、当該法令や組織等の改正が行われた日から 

実施する。 

 

（昭和 62 年３月一部修正） 

１．この修正は、昭和 62 年３月５日から実施する。 

２．この修正中、法令や組織等の改正にかかるものは、当該法令や組織等の改正が行われた日から 

実施する。 
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（昭和 63 年３月一部修正） 

１．この修正は、昭和 63 年３月５日から実施する。 

２．この修正中、法令や組織等の改正にかかるものは、当該法令や組織等の改正が行われた日から 

実施する。 

 

（平成元年３月一部修正） 

１．この修正は、平成元年３月５日から実施する。 

２．この修正中、法令や組織等の改正にかかるものは、当該法令や組織等の改正が行われた日から 

実施する。 

 

（平成２年３月一部修正） 

１．この修正は、平成２年３月１日から実施する。 

２．この修正中、法令や組織等の改正にかかるものは、当該法令や組織等の改正が行われた日から 

実施する。 

 

（平成３年３月一部修正） 

１．この修正は、平成３年３月 12 日から実施する。 

２．この修正中、法令や組織等の改正にかかるものは、当該法令や組織等の改正が行われた日から 

実施する。 

 

（平成４年２月一部修正） 

１．この修正は、平成４年２月 14 日から実施する。 

２．この修正中、法令や組織等の改正にかかるものは、当該法令や組織等の改正が行われた日から 

実施する。 

 

（平成５年３月一部修正） 

１．この修正は、平成５年３月２日から実施する。 

２．この修正中、法令や組織等の改正にかかるものは、当該法令や組織等の改正が行われた日から 

実施する。 

 

（平成６年３月一部修正） 

１．この修正は、平成６年３月１日から実施する。 

２．この修正中、法令や組織等の改正にかかるものは、当該法令や組織等の改正が行われた日から 

実施する。 

 

（平成７年２月一部修正） 

１．この修正は、平成 7 年２月 20 日から実施する。 

２．この修正中、法令や組織等の改正にかかるものは、当該法令や組織等の改正が行われた日から 

実施する。 

 

（平成８年３月全部修正） 

１．この修正は、平成８年３月 18 日から実施する。 

２．この修正中、法令や組織等の改正にかかるものは、当該令や組織等の改正が行われた日から  

実施する。 
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（平成９年２月一部修正） 

１．この修正は、平成９年２月 26 日から実施する。 

２．この修正中、法令や組織等の改正にかかるものは、当該法令や組織等の改正が行われた日から 

実施する。 

 

（平成 10 年２月一部修正） 

１．この修正は、平成 10 年２月 26 日から実施する。 

２．この修正中、法令や組織等の改正にかかるものは、当該法令や組織等の改正が行われた日から 

実施する。 

 

（平成 11 年２月一部修正） 

１．この修正は、平成 11 年２月 26 日から実施する。 

２．この修正中、法令や組織等の改正にかかるものは、当該法令や組織等の改正が行われた日から 

実施する。 

 

（平成 12 年２月一部修正） 

１．この修正は、平成 12 年２月 29 日から実施する。 

２．この修正中、法令や組織等の改正にかかるものは、当該法令や組織等の改正が行われた日から 

実施する。 

 

（平成 13 年３月一部修正） 

１．この修正は、平成 13 年３月５日から実施する。 

２．この修正中、法令や組織等の改正にかかるものは、当該法令や組織等の改正が行われた日から 

実施する。 

 

（平成 14 年３月一部修正） 

１．この修正は、平成 14 年３月 26 日から実施する。 

２．この修正中、法令や組織等の改正にかかるものは、当該法令や組織等の改正が行われた日から 

実施する。 

 

（平成 16 年６月一部修正） 

１．この修正は、平成 16 年６月９日から実施する。 

２．この修正中、法令や組織等の改正にかかるものは、当該法令や組織等の改正が行われた日から 

実施する。 

 

（平成 19 年６月一部修正） 

１．この修正は、平成 19 年６月１５日から実施する。 

２．この修正中、法令や組織等の改正にかかるものは、当該法令や組織等の改正が行われた日から 

実施する。 

 

（平成 24 年３月全部修正） 

１．この修正は、平成 24 年３月 27 日から実施する。 

２．この修正中、法令や組織等の改正にかかるものは、当該令や組織等の改正が行われた日から実

施する。 
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（平成 25 年６月一部修正） 

１．この修正は、平成 25 年６月６日から実施する。 

２．この修正中、法令や組織等の改正にかかるものは、当該令や組織等の改正が行われた日から実

施する。 

 

（平成 26 年６月一部修正） 

１．この修正は、平成 26 年６月 10 日から実施する。 

２．この修正中、法令や組織等の改正にかかるものは、当該令や組織等の改正が行われた日から実

施する。 

 

（平成 28 年１月一部修正） 

１．この修正は、平成 28 年 1 月 6 日から実施する。 

２．この修正中、法令や組織等の改正にかかるものは、当該令や組織等の改正が行われた日から実

施する。 

 

（平成 28 年７月一部修正） 

１．この修正は、平成 28 年７月 22 日から実施する。 

２．この修正中、法令や組織等の改正にかかるものは、当該令や組織等の改正が行われた日から実

施する。 

 

（平成 29 年６月一部修正） 

１．この修正は、平成 29 年６月 10 日から実施する。 

２．この修正中、法令や組織等の改正にかかるものは、当該令や組織等の改正が行われた日から実

施する。 

 

（平成 30 年６月一部修正） 

１．この修正は、平成 30 年６月 11 日から実施する。 

２．この修正中、法令や組織等の改正にかかるものは、当該令や組織等の改正が行われた日から実

施する。 

 

（令和元年８月一部修正） 

１．この修正は、令和元年８月 20 日から実施する。 

２．この修正中、法令や組織等の改正にかかるものは、当該令や組織等の改正が行われた日から実

施する。 

 

（令和２年８月一部修正） 

１．この修正は、令和２年８月 25 日から実施する。 

２．この修正中、法令や組織等の改正にかかるものは、当該令や組織等の改正が行われた日から実

施する。 

 

（令和３年８月一部修正） 

１．この修正は、令和３年８月 25 日から実施する。 

２．この修正中、法令や組織等の改正にかかるものは、当該令や組織等の改正が行われた日から実

施する。 
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（令和４年９月一部修正） 

１．この修正は、令和４年９月１日から実施する。 

２．この修正中、法令や組織等の改正にかかるものは、当該令や組織等の改正が行われた日から実

施する。 

 

（令和５年８月一部修正） 

１．この修正は、令和５年８月３１日から実施する。 

２．この修正中、法令や組織等の改正にかかるものは、当該令や組織等の改正が行われた日か

ら実施する。 

 

（令和６年９月一部修正） 

１．この修正は、令和６年９月２日から実施する。 

２．この修正中、法令や組織等の改正にかかるものは、当該令や組織等の改正が行われた日か

ら実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


